
平
成
十
九
年
人
事
院
規
則
二
五―

〇

人
事
院
規
則
二
五―

〇
（
職
員
の
自
己
啓
発
等
休

業
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
基
づ
き
、

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制

定
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
（
自

己
啓
発
等
休
業
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓

発
等
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
自
己
啓
発
等
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
）

第
二
条
　
自
己
啓
発
等
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一
　
非
常
勤
職
員

二
　
臨
時
的
職
員
そ
の
他
任
期
を
限
ら
れ
た
常
勤
職
員

三
　
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延

長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監

督
職
を
占
め
る
職
員

四
　
勤
務
延
長
職
員

（
任
命
権
者
）

第
三
条
　
自
己
啓
発
等
休
業
法
に
規
定
す
る
任
命
権
者
に

は
、
併
任
に
係
る
官
職
の
任
命
権
者
は
含
ま
れ
な
い
も

の
と
す
る
。

（
奉
仕
活
動
）

第
四
条
　
自
己
啓
発
等
休
業
法
第
二
条
第
四
項
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
奉
仕
活
動
は
、
次
に
掲
げ
る
奉
仕
活
動

と
す
る
。

一
　
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
が
独
立
行
政
法
人

国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六

号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
基
づ
き
自
ら
行
う

派
遣
業
務
の
目
的
と
な
る
開
発
途
上
地
域
に
お
け
る

奉
仕
活
動
（
当
該
奉
仕
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な

国
内
に
お
け
る
訓
練
そ
の
他
の
準
備
行
為
を
含
む
。
）

二
　
国
際
協
力
の
促
進
に
資
す
る
外
国
に
お
け
る
奉
仕

活
動
の
う
ち
、
職
員
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前
号
に
掲

げ
る
奉
仕
活
動
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
が
定

め
る
奉
仕
活
動

（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
成
果
を
あ
げ
る
た
め
に
特

に
必
要
な
場
合
）

第
五
条
　
自
己
啓
発
等
休
業
法
第
三
条
第
一
項
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
大
学

院
の
課
程
（
同
法
第
百
四
条
第
七
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
教
育
を
行
う
も
の
と
し
て
認
め

ら
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国

の
大
学
（
こ
れ
に
準
ず
る
教
育
施
設
を
含
む
。
）
の
課

程
で
あ
っ
て
、
そ
の
修
業
年
限
が
二
年
を
超
え
、
三
年

を
超
え
な
い
も
の
に
在
学
し
て
そ
の
課
程
を
履
修
す
る

場
合
と
す
る
。

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の
請
求
手
続
）

第
六
条
　
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の
請
求
は
、
自
己
啓

発
等
休
業
承
認
請
求
書
に
よ
り
、
自
己
啓
発
等
休
業
を

始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
任
命
権
者
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の
請
求
を

し
た
職
員
に
対
し
て
、
当
該
請
求
に
つ
い
て
確
認
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
手
続
）

第
七
条
　
前
条
の
規
定
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の

延
長
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
保
有
す
る
官

職
）

第
八
条
　
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
そ
の

承
認
を
受
け
た
時
に
占
め
て
い
た
官
職
又
は
そ
の
期
間

中
に
異
動
し
た
官
職
を
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
併
任
に
係
る
官
職
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
当
該
官
職
を
他
の
職
員
を
も
っ
て

補
充
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
）

第
九
条
　
自
己
啓
発
等
休
業
法
第
六
条
第
二
項
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
　
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
、
正
当
な

理
由
な
く
、
そ
の
者
が
在
学
し
て
い
る
課
程
を
休
学

し
、
若
し
く
は
そ
の
授
業
を
頻
繁
に
欠
席
し
て
い
る

こ
と
又
は
そ
の
者
が
参
加
し
て
い
る
奉
仕
活
動
の
全

部
若
し
く
は
一
部
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
。

二
　
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
、
そ
の
者

が
在
学
し
て
い
る
課
程
を
休
学
し
、
停
学
に
さ
れ
、

又
は
そ
の
授
業
を
欠
席
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
者
が

参
加
し
て
い
る
奉
仕
活
動
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ

て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
職
員

の
請
求
に
係
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
（
自
己
啓
発

等
休
業
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
等
に
お

け
る
修
学
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
国
際
貢
献

活
動
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
際
貢
献
活
動
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。

（
職
務
復
帰
）

第
十
条
　
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又

は
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き

は
、
当
該
自
己
啓
発
等
休
業
に
係
る
職
員
は
、
職
務
に

復
帰
す
る
も
の
と
す
る
。

（
自
己
啓
発
等
休
業
に
係
る
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
）

第
十
一
条
　
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
職

員
に
対
し
て
、
規
則
八―

一
二
（
職
員
の
任
免
）
第
五

十
八
条
の
規
定
に
よ
る
人
事
異
動
通
知
書
を
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
を
承
認
す
る
場
合

二
　
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
を
承
認

す
る
場
合

三
　
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し

た
場
合

（
報
告
等
）

第
十
二
条
　
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
任

命
権
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
請
求
に
係
る
大
学
等
に
お
け

る
修
学
又
は
国
際
貢
献
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
任
命
権

者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
職
員
が
、
そ
の
請
求
に
係
る
大
学
等
に
お
け

る
修
学
又
は
国
際
貢
献
活
動
を
取
り
や
め
た
場
合

二
　
当
該
職
員
が
、
そ
の
在
学
し
て
い
る
課
程
を
休
学

し
、
停
学
に
さ
れ
、
若
し
く
は
そ
の
授
業
を
欠
席
し

て
い
る
場
合
又
は
そ
の
参
加
し
て
い
る
奉
仕
活
動
の

全
部
若
し
く
は
一
部
を
行
っ
て
い
な
い
場
合

三
　
当
該
職
員
の
請
求
に
係
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学

又
は
国
際
貢
献
活
動
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
場
合

２
　
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
報
告
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

３
　
任
命
権
者
は
、
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員

か
ら
第
一
項
の
報
告
を
求
め
る
ほ
か
、
当
該
職
員
と
定

期
的
に
連
絡
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
十
分
な
意
思
疎
通

を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
俸
の
調
整
）

第
十
三
条
　
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復

帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
自
己
啓

発
等
休
業
の
期
間
を
大
学
等
に
お
け
る
修
学
（
職
員
と

し
て
の
職
務
に
特
に
有
用
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
又
は
国
際
貢
献
活
動
の
た
め
の
も
の
に
あ

っ
て
は
百
分
の
百
以
下
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て

は
百
分
の
五
十
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た

期
間
を
引
き
続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の

職
務
に
復
帰
し
た
日
、
同
日
後
に
お
け
る
最
初
の
昇
給

日
（
規
則
九―

八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基

準
）
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
昇
給
日
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
次
の
昇
給
日
に
、

昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
俸
を
調
整
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た

場
合
に
お
け
る
号
俸
の
調
整
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し

く
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
と
協
議
し
て
、
そ
の

者
の
号
俸
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
十
四
条
　
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
六
日
人
事
院

規
則
二
五―

〇―

一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規

則
二
五―

〇―

二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
人
事
院
規

則
八―

一
二―

七
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
人
事
院
規

則
九―

八―

六
八
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
二
九
日
人
事
院
規

則
二
五―

〇―

三
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
二
五―

〇
第
五
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
に
規
定
す
る
大
学

院
の
課
程
に
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
二

五―

〇
第
五
条
に
規
定
す
る
大
学
院
の
課
程
（
学
校
教

育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律

第
四
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
四
条
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
教
育
を
行
う
も
の

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
も

の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
一
八
日
人
事
院
規
則

一―

七
九
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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